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今
、日
本
を
は
じ
め

世
界
は
ペ
ッ
ト
の
猫

ブ
ー
ム
で
あ
る
ら
し

い
、ネ
ッ
ト
動
画
の
影

響
で
ブ
ー
ム
を
招
い
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。筆

者
も
以
前
は
犬
派
で

あ
っ
た
が
猫
を
飼
う
よ
う
に
な
っ
て
、

猫
の
魅
力
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。猫

を
飼
う
き
っ
か
け
は
、Ｈ
12
年
盆
休
で

帰
省
し
て
い
た
息
子
、と
い
っ
て
も
現

在
40
歳
代
の
お
っ
さ
ん
で
あ
る
。そ
の

息
子
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
猫
を

拾
っ
て
帰
り
、子
猫
を
置
い
て
東
京
に

帰
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
れ
か
ら
の
15

年
、猫
の
習
性
し
ぐ
さ
に
癒
さ
れ
、猫

派
に
な
っ
て
し
ま
い
、な
く
て
は
な
ら

な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
。そ
の
猫
の

名
前
を
美
猫（
ミ
ネ
コ
）と
名
付
け
可

愛
が
っ
て
い
た
が
、1
年
前
突
然
居
な

く
な
り
八
方
手
を
尽
く
し
て
探
し
た

が
、2
か
月
待
っ
て
や
っ
と
諦
め
る
こ

と
に
し
た
。し
か
し
、た
か
が
ペ
ッ
ト

の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
が
、そ
の
後
の

空
虚
感
は
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
大
き

い
も
の
で
あ
っ
た
。今
で
も
ひ
ょ
っ
こ

り
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

る
。

　

さ
て
、今
年
の
1
月
15
日
の
ス
キ
ー

転
落
事
故
で
15
名
の
死
者
を
出
し
、そ

の
う
ち
の
13
名
が
こ
の
4
月
の
門
出

を
目
前
に
し
た
前
途
有
望
な
大
学
生

達
で
あ
っ
た
。ご
両
親
を
は
じ
め
身

内
の
方
々
の
は
か
り
知
れ
な
い
悲
し

み
は
、察
す
る
に
余
り
あ
る
。こ
の
事

故
を
招
い
た
原
因
は
調
査
中
と
の
こ

と
で
あ
る
が
、運
転
ミ
ス
に
よ
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。こ
の
運
転
ミ
ス
を
招

い
た
根
本
原
因
は
、丁
度
猫
が
私
の
家

に
来
た
Ｈ
12
年
小
泉
内
閣
に
よ
っ
て

始
ま
っ
た
規
制
緩
和
政
策
に
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。行
き
過
ぎ

た
規
制
緩
和
政
策
を
見
直
す
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
と
思
う
。�

（
Ｕ
）

医の眼、
 歯科の眼

　

協
会
は
、2
0
1
6
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
新
点
数
検
討
会

を
3
月
23（
水
）か
ら
3
月
31
日（
木
）に
か
け
て
開
催
。医
科
は
広
島
、

福
山
、三
次
、呉
の
4
会
場
に
4
2
2
医
療
機
関
8
6
2
人
が
、歯
科
は

広
島
、福
山
の
2
会
場
に
2
5
0
医
療
機
関
3
9
7
人
が
参
加
し
ま
し

た
。ま
た
、各
会
場
で
は「
さ
ら
な
る
患
者
負
担
増
計
画
の
中
止
を
求
め

る
」請
願
署
名
の
協
力
を
訴
え
ま
し
た
。

医
科
検
討
会

　

医
科
は
、長
谷
憲
理
事
長
、

数
野
博
副
理
事
長
、青
木
克

明
、白
川
泰
山
、古
屋
和
博
各

理
事
、原
豊
医
科
社
保
学
術

部
員
が
講
師
を
務
め
、テ
キ

ス
ト「
点
数
表
改
定
の
ポ
イ

ン
ト
」を
用
い
て
解
説
し
ま

し
た
。

　

長
谷
理
事
長
は
、今
次
改

定
の
特
徴
と
し
て「
本
体
の

マ
イ
ナ
ス
改
定
は
免
れ
た

が
、全
体
で
は
1
・
44
％
の
マ

イ
ナ
ス
改
定
と
な
っ
た
。軍
事
費
や
公

共
事
業
費
の
予
算
は
増
え
る
一
方
、社

会
保
障
費
と
い
っ
た
私
た
ち
の
生
活

に
密
着
し
て
い
る
も
の
が
削
ら
れ
て

い
る
」と
説
明
し
ま
し
た
。

　

医
科
で
は
、入
院
の
再
編
と
機
能
分

化
・
強
化
と
連
携
が
行
わ
れ
、重
症
度
、

医
療
・
看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す

患
者
割
合
や
自
宅
等
退
院
患
者
割
合

が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。外
来
で
は

医
学
管
理
に
お
い
て
、自
院
か
ら
退
院

後
1
ヵ
月
を
経
過
し
た
日
以
降
で
な

け
れ
ば
算
定
で
き
な
い
旨
が
明
記
さ

れ
ま
し
た
。在
宅
医
療
で
は
、在
宅
時

医
学
総
合
管
理
料
が「
単
一
建
物
診
療

患
者
」に
応
じ
て
算
定
す
る
事
と
さ
れ

ま
し
た
。在
宅
療
養
支
援
診
療
所
・
病

院
の
施
設
基
準
に
新
た
に
在
宅
患
者

割
合
が
加
わ
り
、改
め
て
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
い
て
は
、維
持
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
は
継
続
さ
れ
ま
し
た
が
、

算
定
点
数
は
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。

歯
科
検
討
会

　

歯
科
は
、大
堂
敏
彦
副
理
事
長
、上

田
喜
清
、小
早
川
秀
雄
、延
本
充
弘
各

理
事
、高
橋
雄
幸
、岡
田
幸
大
各
歯

科
幹
事
が
講
師
を
務
め
、テ
キ
ス
ト

「
2
0
1
6
年
改
定
の
要
点
と
解
説
」

を
用
い
て
解
説
し
ま
し
た
。改
定
の
ポ

イ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、新
点
数
が
盛
り

込
ま
れ
た
症
例
の
検
討
な
ど
も
説
明

し
ま
し
た
。

　

広
島
会
場
で
挨
拶
に
立
っ
た
大
堂

副
理
事
長
は
、「
今
次
改
定
で
導
入
さ

れ
る
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化

型
歯
科
診
療
所
は
、そ
の
施
設
基
準
の

ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、歯
科
診
療
所
を
再

編
、淘
汰
し
、機
能
分
化
の
流
れ
を
強

く
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
。た
だ
、一

定
こ
れ
ま
で
の
運
動
の
成
果
と
見
ら

れ
る
も
の
も
あ
る
。今
後
も
診
療
報
酬

引
き
上
げ
、歯
科
医
療
費
の
総
枠
拡
大

を
求
め
て
運
動
を
続
け
て
い
き
た
い
」

と
訴
え
ま
し
た
。

　

歯
科
の
改
定
で
は
、歯
科
疾
患
管
理

料
の
文
書
提
供
要
件
の
削
除
と
加
算

点
数
化
、う
蝕
の
重
症
化
予
防
に
対
す

る
評
価
と
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
新

た
な
位
置
づ
け
に
よ
り
、フ
ッ
化
歯
面

塗
布
処
置
、エ
ナ
メ
ル
質
初
期
う
蝕
管

理
加
算
の
新
設
、全
身
的
な
疾
患
を
有

す
る
患
者
の
対
応
と
医
科
歯
科
連
携

と
し
て
歯
科
治
療
総
合
医
療
管
理
料

（
Ⅱ
）の
新
設
、口
腔
機
能
回
復
に
対
す

る
技
術
の
評
価
と
し
て
レ
ジ
ン
前
装

金
属
冠
の
適
応
拡
大
、補
綴
時
診
断
料

の
算
定
要
件
の
変
更
、新
規
医
療
技

術
、先
進
医
療
技
術
の
保
険
導
入
と
し

て
歯
冠
補
綴
時
色
調
採
得
検
査
、有
床

義
歯
咀
嚼
機
能
検
査
な
ど
、訪
問
診
療

の
変
更
と
在
宅
歯
科
医
療
を
専
門
に

行
う
医
療
機
関
の
取
扱
い
な
ど
多
岐

に
渡
り
ま
す
。

　

協
会
で
は
、診
療
報
酬
改
善
に
向
け

た
取
り
組
み
を
よ
り
一
層
強
め
る
と

と
も
に
、現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
さ
ら

な
る
患
者
負
担
増
計
画
の
中
止
を
求

め
る
こ
と
を
訴
え
て
い
き
ま
す
。

広島会場（医科）

福山会場（歯科）

2
面

3
面

6
面

4
面

5
面

7
面

本号の主な内容

主
張「
国
連『
障
害
者
権
利
条
約
』批
准
国
に
ふ
さ
わ
し
い
国
を
め
ざ
し

て
」

広
島
市
議
会
、乳
幼
児
等
医
療
費
補
助
制
度
の
見
直
し
案
可
決
・
年
齢
拡

充
と
同
時
に
負
担
増
を
持
ち
込
む
改
定
に
は
付
帯
決
議
／
原
爆
指
定
医

療
機
関
医
師
研
究
会
の
報
告

医
科
審
査
対
策
学
習
会
に
参
加
し
て
／
入
院
時
食
事
療
養
費
等
の
改
定

に
つ
い
て

歯
科
2
0
1
6
年
歯
科
診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
義
解
解
釈（
そ
の
1
）

原
発
よ
り
も
命
の
海
を

雇
用
問
題
等
Ｑ
＆
Ａ

広島県保険医協会は特
定秘密保護法・安全保
障関連法に反対します

2
0
1
6
年
新
点
数
検
討
会 

開
催

県
内
各
会
場
に
1
2
5
9
人
が
参
加
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さらなる患者負担増計画の中止を求める請願署名
にご協力ください

もう限界です
ストップ! 患者負担増

　
「
こ
れ
以
上
の
患
者
負
担
増
は
ゴ
メ

ン
で
す
。生
活
が
苦
し
く
な
り
ま
す
」、

「
消
費
税
率
を
引
き
上
げ
て
社
会
保

障
を
充
実
さ
せ
る
の
で
は
な
か
っ
た

の
？
」
な
ど
、
協
会
が
昨
年
取
り
組

ん
だ
「
ク
イ
ズ
で
考
え
る
私
た
ち
の

医
療
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
多
く
の
方

か
ら
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
ク
イ
ズ

ハ
ガ
キ
の
返
信
も
1
5
0
0
を
超
え
、

「
政
府
が
こ
の
よ
う
な
患
者
負
担
Ｕ
Ｐ

を
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
の
で
、
正
直
び
っ
く
り
し
た
。
日

本
が
ど
ん
ど
ん
住
み
づ
ら
く
な
っ
て

い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
を
、
ま
ず
は
家
族
に
伝
え
て
い
く

こ
と
か
ら
始
め
た
い
」
な
ど
、
患
者

負
担
増
に
反
対
す
る
声
が
多
数
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　

政
府
が
考
え
て
い
る
患
者
負
担
増

計
画
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

昨
年
安
倍
内
閣
が
決
定
し
た
「
骨

太
方
針
2
0
1
5
」
に
は
、
医
療
分

野
の
検
討
課
題
と
し
て
、
①
1
～
3

割
の
患
者
負
担
に
あ
わ
せ
、
受
診
す

る
ご
と
に
定
額
負
担
上
乗
せ
（
受
診

時
定
額
負
担
の
導
入
）、
②
75
歳
以
上

の
高
齢
者
の
窓
口
負
担
を
2
倍
に
す

る
、
③
70
歳
以
上
の
患
者
負
担
限
度

額
を
引
き
上
げ
る
、④
湿
布
薬
・
目
薬
・

漢
方
薬
な
ど
市
販
品
類
似
薬
を
保
険

か
ら
外
す
、
⑤
入
院
時
の
居
住
費
の

徴
収
拡
大
、
⑥
先
発
医
薬
品
と
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
の
差
額
を
患
者
負
担
に
す

る
、
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
分
野
で
も
利
用
料
の
2
割
化

な
ど
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
多
く
は
今
年
中
に
関

係
審
議
会
で
検
討
さ
れ
、
来
年
、

2
0
1
7
年
以
降
、
関
連
法
案
の
提

出
、
法
改
正
の
必
要
の
な
い
も
の
は
、

「
速
や
か
に
実
施
」
す
る
と
し
て
い
ま

す
。

　

協
会
・
保
団
連
が
行
っ
た
受
診
実

態
調
査
で
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

る
治
療
の
中
断
や
医
療
費
負
担
を
理

由
に
治
療
や
検
査
を
断
ら
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
の
回
答
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
な
る
負
担
増
は
、
患
者
さ

ん
の
受
診
抑
制
と
重
篤
化
を
引
き
起

こ
し
ま
す
。

今
だ
か
ら
、
本
当
に
止
め
ら
れ
ま
す

　

法
案
が
出
さ
れ
る
前
に
、
法
案
化

さ
れ
る
前
に
世
論
を
高
め
、
患
者
負

担
増
を
止
め
る
た
め
の
請
願
署
名
を

近
日
中
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

2
0
1
1
年
に
受
診
時
定
額
負
担

が
計
画
さ
れ
た
も
の
の
、
協
会
・
保

団
連
が
行
っ
た
請
願
署
名
や
医
師
会

を
は
じ
め
と
す
る
国
民
医
療
推
進
協

議
会
の
取
り
組
み
で
、
2
0
1
1
年

末
の
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
素
案

骨
子
に
は
盛
り
込
ま
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
経
験
に
倣
っ
て
、
多
く
の

署
名
を
国
会
に
提
出
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
患
者
さ
ん

に
協
力
を
訴
え
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

「
知
っ
て
ト
ク
す
る
！
」
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
「
知
ら
な
い
と
大
損
！
知
っ
て
ト
ク

す
る
！
」
と
、
医
療
や
介
護
、
税
金

の
負
担
軽
減
策
を
わ
か
り
や
す
く
解

説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
2
0
1
6

年
版
（
通
称
「
知
っ
ト
ク
パ
ン
フ
」）

が
保
団
連
よ
り
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

こ
ち
ら
も
署
名
用
紙
と
と
も
に
近
日

中
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

高
額
療
養
費
制
度
や
国
保
料
の
減

免
制
度
な
ど
、
各
制
度
の
概
要
と
と

も
に
、
制
度
の
対
象
者
、
対
象
要
件
、

申
請
方
法
な
ど
も
わ
か
り
や
す
く
解

説
し
て
い
ま
す
。「
知
っ
ト
ク
パ
ン
フ
」

も
院
内
学
習
や
待
合
室
の
読
み
物
と

し
て
、
ご
活
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

署
名
用
紙
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
各

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
追
加
送
付
は
無
料

で
承
り
ま
す
の
で
、
協
会
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

2
0
1
5
年
9
月
19
日
に
、
参
議

院
で
、
強
行
採
決
さ
れ
成
立
し
た
、

「
平
和
安
全
保
障
関
連
法
」
は
、
憲

法
9
条
が
禁
じ
る
国
際
紛
争
解
決
の

た
め
の
武
力
行
使
を
可
能
と
す
る
も

の
で
、
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
平
和

安
全
」
の
名
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

内
容
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
戦
争
法
で

す
。
ま
た
、
憲
法
解
釈
を
1
8
0
度

く
つ
が
え
し
た
閣
議
決
定
に
基
づ
い

た
違
憲
の
立
法
は
、
内
閣
と
国
会
に

よ
る
立
憲
主
義
の
否
定
で
あ
り
、
断

じ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
戦
争
法

の
廃
止
を
求
め
る
統
一
署
名
」
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　日本は2014年2月19日、国
連「障害者権利条約」の141番
目の批准国となりました。な
ぜこんなに遅れたのでしょうか。
2006年制定された障害者自立支援
法が、応益負担という極めて大き
な社会的不合理があり、批准する
ためには改正が必要だったからで
す。「私たち抜きに私たちの事を決
めないで」という未曽有の障害者
の声に押され、2010年1月、時の民
主党政権が「応益負担」を改めると
いう歴史的な基本合意に達しまし
た。
　「障がい者制度改革推進会議」の
総合福祉部会で障がい者を含む50
名以上の部会員が真剣に話し合い

「骨格提言」が出されました。その
内容は法の理念として、障害者を
保護の対象から権利の主体と転換
させ、支えるサービスが支援の中
心で、国には法的義務があり、利用
者負担は原則無料で、その実現の
為にＯＥＣＤ諸国の平均並みの予
算確保を提言しており、当事者は
その中身の実現を期待していまし
た。
　その提言に基づく「障害者総合
支援法」が自民・公明・民主の賛成
で2013年4月施行されました。しか
し内容は障害者自立支援法の一部
改正になり、障害者を保護の対象
とみなし「支援を受ける権利」とい
う言葉を避け、応益負担を一部残
し、国の財政負担を明記していな
いなど多くの問題がありました。
つまり自民党の憲法草案に流れる
自己責任型社会の考えが盛り込
まれていました。「障害者総合支援
法」は、批准した国連「障害者権利
条約」からも逸脱しています。
　障害者の年収200万円以下は
99%（100万円以下は56%）であり、
障害者の半分は親と同居し生活保
護率は10%です。こうした所得状
況を補うはずの就労支援事業所で
の平均工賃は月額1万数千円です。
　日本の障害者予算はGNP比で
0.198%でありOECD諸国の平均の

半分です。2015年度の日本の
障害者予算は1兆849億円で
あり、「骨格提言」の内容を実

現するためには、更に1兆857億円
増やす必要があり、これでOECD
諸国並みになるのです。
　障害者に限らず貧困は深刻で
す。2013年の年収100万円未満の
単身高齢者は231万人に及び更に
2015年4月よりは国民年金の満額
が月65075円に減額、相対的貧困率
は16.1%と過去最高で先進国30か
国中ワースト4位、子供の貧困率は
先進20か国中でワースト4位（広島
県は2015年19.5%と全国平均より
高い）、ひとり親世帯の貧困率は
50.8%（一人当たり年収114万円以
下）と先進国33か国中のワースト
1位です。2015年度予算案で安倍政
権は貧困に直結する社会保障費を
3900億円削減しました。これは購
入したオスプレイ17機約3600億円
に匹敵するのです。
　アベノミクスは経済最優先で一
部の富んだ人をさらに富ませ、多
くの貧困層を生むことで経済成長
をさせているように思えます。こ
ういう社会よりもどのような障害
をもっていても、どのような環境
で生きていても貧困に至ったら救
済が丁寧になされる社会、安心し
て老後を迎えられる社会の方をほ
とんどの人は望んでいると思いま
す。
　ウルグアイ第40代大統領ホセ・
ムヒカの言葉が心にひびきます。

「お金があまりに好きな人たちに
は、政治の世界から出て行っても
らう必要があるのです。彼らは政
治の世界では危険です。お金が大
好きな人はビジネスや商売のため
に身を捧げ、富を増やそうとする
ものです。しかし政治はすべての
人の幸福を求める闘いなのです。」

「貧乏な人とは、少ししかものを
持っていない人ではなく、無限の
欲があり、いくらあっても満足し
ない人の事だ」

主　 張

国
連「
障
害
者
権
利
条
約
」批
准
国
に
ふ
さ
わ
し
い
国
を
め
ざ
し
て

戦争法の廃止を求める
統一署名にご協力を

　近日中に署名用紙をお送りします。患者さんに協力
を訴えてください。リーフレット等は院内学習や待合
室の読み物としてご活用ください。

患者さんにも大好評!!

知っトクパンフ
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年
齢
拡
充
と
同
時
に
負
担
増
を
持
ち
込
む
改
定
に
は
付
帯
決
議

広
島
市
議
会
、乳
幼
児
等
医
療
費
補
助
制
度
の
見
直
し
案
可
決

　

広
島
市
議
会
は
、3
月
25
日
の
本

会
議
で
、乳
幼
児
等
医
療
費
補
助
制

度
の
見
直
し
案（
改
定
後
は
こ
ど
も

医
療
費
補
助
制
度
）を
可
決
し
ま
し

た
。入
院
は
中
3
、通
院
は
小
3
ま
で

対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
一
方
で
、

現
行
の
所
得
制
限
に
加
え
、給
与
所

得
3
7
2
・
9
万
円
と
い
う
新
た
な

区
分
を
設
け
、対
象
と
な
る
世
帯
は
、

未
就
学
児
1
0
0
0
円
／
1
日
、小

学
生
1
5
0
0
円
／
1
日（
月
2
日

上
限
）の
窓
口
負
担
増
額
と
な
る
内

容
で
す
。

　

予
算
特
別
委
員
会
で
は
、市
の
調
査

で
、未
就
学
児
が
受
診
し
た
場
合
に
窓

口
負
担
が
1
0
0
0
円
以
下
と
な
る

ケ
ー
ス
が
57
・
3
％
に
上
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。新
制
度
下
で
は

制
度
か
ら
除
外
さ
れ
る
受
診
、県
制
度

以
下
の
改
悪
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
発

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

見
直
し
案
で
見
込
ん
で
い
る
追
加

事
業
費
8
億
4
3
0
0
万
円
の
ま

ま
、新
た
な
所
得
層
へ
の
窓
口
負
担

増
を
持
ち
込
ま
な
い
場
合
、「
入
院

は
中
3
、通
院
は
小
2
に
対
象
年
齢

拡
大
が
可
能
」。ま
た
、窓
口
負
担
増

を
導
入
せ
ず
見
直
し
案
通
り
の
対

象
年
齢
引
き
上
げ
を
行
っ
た
場
合
、

1
億
8
千
万
円
と
い
う
追
加
予
算
で

可
能
な
こ
と
も
、市
の
答
弁
か
ら
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。広
島
市
は

こ
の
追
加
予
算
を「
持
続
可
能
な
制

度
と
す
る
た
め
に
困
難
」と
答
弁
し
、

そ
れ
以
上
の
議
論
は
行
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。6
0
0
0
億
円
規
模
の
予

算（
一
般
会
計
）で
、子
ど
も
の
命
の

た
め
の
2
億
円
程
度
が
支
出
で
き
な

い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

連
絡
会
が
緊
急
的
に
行
っ
た
3
月

14
日
の
議
員
要
請
に
は
、保
護
者
ら

40
名
が
参
加
。「
助
成
拡
充
の
費
用
を

子
育
て
世
帯
に
負
担
さ
せ
る
や
り
方

は
、子
育
て
支
援
と
は
言
え
な
い
」

と
訴
え
ま
し
た
。市
民
の
多
く
が
制

度
改
定
を
知
ら
な
い
な
か
で
決
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
に
強
い
危
機
感
を

持
ち
、メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

本
会
議
で
の
討
議
は
紛
糾
し
、さ

ら
な
る
拡
充
を
求
め
る
付
帯
決
議
が

採
択
さ
れ
ま
し
た
。付
帯
決
議
は
具

体
的
な
内
容
に
踏
み
込
ま
な
い
も
の

の
、「
他
の
自
治
体
と
比
べ
て
そ
ん
色

な
い
も
の
に
再
検
討
す
べ
き
」と
い

う
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。連

絡
会
の
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
、市

議
会
に
影
響
を
与
え
た
と
も
受
け
と

め
て
い
ま
す
。

　

対
象
年
齢
で
は
他
の
自
治
体
に

追
い
つ
い
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

窓
口
負
担
、所
得
制
限
と
い
う
大
き

な
隔
た
り
を
生
じ
さ
せ
た
新
制
度
で

す
。こ
れ
ら
の
問
題
を
改
善
さ
せ
、

2
0
1
7
年
1
月
の
新
制
度
実
施
が

迎
え
ら
れ
る
よ
う
、市
や
市
議
会
に

対
す
る
要
請
を
強
め
、市
民
へ
の
情

報
提
供
と
世
論
喚
起
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

―
医
師
を
目
指
さ
れ
た
き
っ
か
け
は

　

そ
う
ド
ラ
マ
ッ
テ
ィ
ク
な
話
は
な

い
で
す
が
、や
は
り
父
が
医
師
を
し
て

い
た
か
ら
で
す
ね
。で
も
、本
当
は
エ

ン
ジ
ニ
ア
に
な
り
た
か
っ
た
ん
で
す

よ
。し
か
し
、成
績
が
悪
か
っ
た
の
で
、

大
反
対
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た「
お
前

の
成
績
で
や
り
た
い
こ
と
が
出
来
る

と
思
う
な
！
」と
。そ
れ
で
父
の
後
を

継
い
で
、医
師
に
な
り
ま
し
た
。や
は

り
蛙
の
子
は
蛙
な
の
か
、患
者
さ
ん
を

診
た
り
、人
の
た
め
に
頑
張
る
こ
と
は

や
り
が
い
が
あ
っ
て
、楽
し
い
で
す
。

苦
し
い
事
も
多
か
っ
た
で
す
が
、今
と

な
っ
て
は
親
に
感
謝
し
て
も
い
い
の

か
な
と
思
い
ま
す
。

―
お
父
様
の
代
か
ら
変
わ
ら
れ
て
10

年
の
間
で
、印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か

　

父
の
医
院
を
継
ぐ
前
は
、大
き
な
病

院
の
傘
の
下
で
、一
つ
の
歯
車
と
し
て

動
い
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、こ
こ
で

や
っ
て
い
く
に
は
、ス
タ
ッ
フ
の
信
頼

を
得
て
、診
察
の
段
取
り
を
し
て
、患

者
さ
ん
に
信
用
し
て
も
ら
い
、周
り
の

先
生
に
会
い
に
行
っ
て
、私
の
顔
を
覚

え
て
も
ら
っ
て
、協
力
を
し
て
も
ら

う
よ
う
に
し
て
、や
っ
と
落
ち
着
い
て

き
た
感
じ
で
す
。や
は
り
何
が
苦
労
か

と
い
う
と
、ス
タ
ッ
フ
を
含
め
て
、人

と
の
つ
な
が
り
で
す
ね
。ま
ず
一
緒
に

働
く
ス
タ
ッ
フ
に
私
を
信
用
し
て
も

ら
わ
な
い
と
、チ
ー
ム
に
な
れ
な
い
で

す
か
ら
ね
。そ
れ
が
一
番
最
初
に
苦
労

し
た
と
こ
ろ
で
す
。あ
と
は
、ど
こ
ま

で
で
き
る
か
、何
が
で
き
る
か
が
第
2

の
苦
労
で
す
。と
に
か
く
患
者
さ
ん
に

安
心
・
信
頼
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、検

査
を
し
て
も
ら
い
、早
く
病
気
を
見
つ

け
て
、治
療
を
す
る
こ
と
。痔
の
手
術

は
日
帰
り
で
で
き
ま
す
が
、ど
う
し
て

も
日
帰
り
で
は
で
き
な
い
と
判
断
し

た
も
の
は
、他
院
を
紹
介
し
て
、そ
ち

ら
に
行
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。ま
た
、傷
の
治
療
に
は
、湿
潤
療

法
を
行
っ
て
い
ま
す
。実
施
し
て
い
る

人
が
少
な
い
ん
で
す
が
、メ
ジ
ャ
ー

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。普
通
、傷
の

治
療
と
言
え
ば
、消
毒
し
て
、乾
か
し

て
、毎
日
通
院
し
て
、風
呂
に
も
入
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、今
ま
で

の
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
。で
も
、消
毒

す
る
か
ら
痛
い
、乾
燥
す
る
か
ら
治
ら

な
い
、毎
日
ガ
ー
ゼ
を
張
り
替
え
る

か
ら
、血
が
出
て
痛
く
な
る
、風
呂
に

入
っ
て
は
い
け
な
い
か
ら
汚
い
わ
け

で
す
。治
療
で
は
、い
か
に
治
る
環
境

を
整
え
る
か
が
大
事
で
、湿
潤
療
法
な

ら
、2
日
後
か
ら
風
呂
に
入
っ
て
も
良

い
し
、消
毒
が
必
要
な
い
ん
で
す
よ
。

処
置
後
最
長
1
週
間
ほ
ど
被
覆
材
を

張
っ
た
ま
ま
で
、痛
く
な
く
、早
く
き

れ
い
に
治
る
ん
で
す
。実
際
に
来
院
さ

れ
た
患
者
さ
ん
の
中
で
、や
け
ど
が

2
ヶ
月
経
っ
て
も
治
ら
な
か
っ
た
方

が
い
る
の
で
す
が
、死
ん
だ
皮
膚
を
切

り
取
り
、生
傷
に
し
た
と
こ
ろ
に
湿
潤

療
法
を
行
う
と
、2
、3
週
間
後
に
は

か
な
り
き
れ
い
に
治
る
ん
で
す
。他
に

も
、指
の
先
端
を
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
切

断
さ
れ
た
患
者
さ
ん
が
来
院
さ
れ
た

の
で
す
が
、そ
の
方
に
も
湿
潤
療
法
を

行
う
と
、ほ
ぼ
元
通
り
く
ら
い
に
は
指

が
生
え
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
湿
潤
療
法
と
い
う
の
は
、ま
だ
ま
だ

メ
ジ
ャ
ー
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
か

　

な
ら
な
い
で
す
ね
。儲
か
ら
な
い
で

す
か
ら（
笑
）。5
日
間
く
ら
い
放
っ
て

お
け
ば
よ
い
か
ら
、再
診
料
が
算
定
で

き
な
い
ん
で
す
。保
険
点
数
が
追
い
付

い
て
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

―
協
会
に
入
会
さ
れ
た
き
っ
か
け
は

　

私
は
、保
険
診
療
の
手
引
き
か
ら
保

険
医
協
会
の
事
を
知
っ
て
、入
っ
た
の

で
す
が
、そ
こ
が
私
の
保
険
医
協
会
と

の
付
き
合
い
の
原
点
で
す
ね
。点
数
で

理
由
の
わ
か
ら
な
い
減
点
を
さ
れ
た

と
き
に
、最
後
に
相
談
で
き
る
の
は
保

険
医
協
会
か
な
と
思
っ
て
信
頼
し
て

い
ま
す
。

―
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、先
生
の
ご
趣

味
は

　

今
は
オ
ー
ト
バ
イ
で
す
ね
。乗
り
た

い
け
ど
、な
か
な
か
乗
り
に
行
け
な
く

て
。外
で
遊
ぶ
の
が
好
き
な
の
で
、家

族
で
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。サ
ッ
カ
ー
部
だ
っ
た
の
で
今
も

昔
の
同
級
生
に
誘
わ
れ
て
、少
し
や
っ

て
い
ま
す
。あ
と
は
ダ
イ
ビ
ン
グ
な
ど

も
や
っ
て
い
ま
し
た
。で
も
、今
で
き

て
な
い
の
で
、ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
っ
て

ま
す（
笑
）。

―
最
後
に
今
後
の
目
標
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

病
院
を
大
き
く
し
て
、介
護
事
業
を

始
め
て
、と
い
う
の
は
私
に
は
ど
う
も

向
か
な
い
ん
で
す
よ
。患
者
さ
ん
を
1

人
1
人
診
て
、当
院
の
理
念
で
あ
る

「
確
か
な
知
識
・
技
術
と
経
験
を
基
に
、

心
の
こ
も
っ
た
医
療
を
行
い
、地
域
の

人
々
に
健
や
か
な
生
活
を
お
く
っ
て

い
た
だ
く
」と
い
う
こ
と
を
ぶ
れ
さ
せ

た
く
な
い
で
す
。私
の
医
療
機
関
は
、

地
域
の
保
健
室
で
あ
っ
て
、新
し
い
事

に
は
少
し
ず
つ
耳
を
傾
け
て
、た
く
さ

ん
の
人
に
元
気
に
な
っ
て
も
ら
う
と

い
う
こ
と
を
一
開
業
医
、一
医
者
と
し

て
変
わ
ら
ず
に
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。今
、時
代
の
ニ
ー
ズ
が
変

わ
っ
て
き
て
、国
の
方
針
と
し
て
、在

宅
へ
の
流
れ
が
進
ん
で
い
ま
す
。看
取

り
は
昔
か
ら
地
域
の
先
生
が
や
っ
て

い
て
、そ
れ
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
か
わ
り
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
続

け
て
い
く
の
か
、経
済
的
に
も
自
分
を

支
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
中
で
、

何
歳
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
分
か
ら
な

い
で
す
が
、患
者
さ
ん
と
の
繋
が
り
を

つ
く
り
、診
療
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
目
標
で
す
。自
分
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

を
超
え
な
い
よ
う
に
、や
っ
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

会員訪問32会員訪問32会員訪問32会員訪問32
林　克実　先生林　克実　先生林　克実　先生林　克実　先生
林クリニック
（広島市中区）
林クリニック
（広島市中区）

　

2
月
28
日
に
原
爆
指
定
医
療
機
関

医
師
研
究
会
が
あ
っ
た
。来
年
度
よ

り
胃
癌
検
診
は
胃
カ
メ
ラ
で
も
可
能

と
な
り
2
世
検
診
に
多
発
性
骨
髄
腫

が
追
加
さ
れ
る
。

　

が
ん
検
診
あ
り
方
検
討
会
中
間
報

告
で
は
40
代
は
胃
癌
の
発
症
と
死
亡

が
減
少
し
て
い
る
の
で
検
診
は
50
才

か
ら
隔
年
実
施
で
胃
カ
メ
ラ
併
用
と

す
る
事
を
提
示
し
て
い
る
。被
爆
者

も
同
様
に
胃
カ
メ
ラ
で
も
実
施
で
き

る
。た
だ
し
、自
治
体
で
の
胃
カ
メ

ラ
検
診
開
始
に
伴
う
の
で
、時
期
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
照
会
し
て
ほ
し

い
。

　

被
爆
者
胃
癌
検
診
は
Ｘ
線
で
あ
る

が
、誤
嚥
の
危
険
や
撮
影
体
位
保
持

の
困
難
な
ど
が
あ
り
胃
カ
メ
ラ
の
要

望
が
強
か
っ
た
の
で
歓
迎
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。

　

被
爆
2
世
検
診
は
健
康
不
安
に
応

え
る
た
め
に
開
始
さ
れ
た
。無
料
で

は
あ
る
が
、内
容
は
通
常
の
生
活
習

慣
病
検
診
で
あ
り
、広
島
市
で
の
受

診
件
数
は
被
爆
者
検
診
の
7
・
7
％

に
過
ぎ
な
い
。被
爆
者
検
診
と
同
様

に
無
料
が
ん
検
診
を
し
て
ほ
し
い
と

の
要
望
が
あ
る
が
、か
つ
て
小
泉
首

相
は「
放
影
研
の
調
査
で
2
世
に
が

ん
が
多
い
こ
と
が
分
か
れ
ば
実
施
す

る
」と
答
弁
し
て
い
る
。

　

来
年
度
か
ら
は
予
算
を
今
年
度
の

3
・
6
倍
の
2
億
2
6
0
0
万
円
に

増
や
し
て
被
爆
者
が
ん
検
診
の
ひ
と

つ「
多
発
性
骨
髄
腫
」が
追
加
さ
れ

る
。医
学
的
根
拠
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
被
爆
者
援
護
行
政
上
の
施
策
と

の
話
で
あ
っ
た
。血
液
の
一
部
で
タ

ン
パ
ク
分
画
検
査
を
行
う
の
で
手
間

は
か
か
ら
な
い
。

　

被
爆
者
が
ん
検
診
に
一
歩
近
づ
い

た
こ
と
は
評
価
で
き
、今
後
は
大
腸

癌
、乳
癌
検
診
な
ど
に
対
象
を
拡
大

し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

原
爆
症
認
定
は
2
0
1
3
年
末
に

良
性
疾
患
の
放
射
性
起
因
性
が
緩

和
さ
れ
た
た
め
、2
0
1
2
年
度
と

2
0
1
4
年
度
の
認
定
率
は
全
体
で

は
63
％
と
66
％
で
大
差
な
い
が
、心
筋

梗
塞
は
11
％
か
ら
64
％
に
、甲
状
腺
機

能
低
下
症
で
は
21
％
か
ら
51
％
に
肝

臓
病
で
は
10
％
か
ら
56
％
に
白
内
障

で
は
7
％
か
ら
11
％
に
増
加
し
た
。

　

2
0
0
9
年
か
ら
始
ま
っ
た
ノ
ー

モ
ア
ヒ
バ
ク
シ
ャ
訴
訟
の
成
果
で
あ

る
が
、被
爆
者
団
体
は
対
象
を
す
べ

て
の
被
爆
者
に
し
、手
当
は
重
症
度

に
応
じ
て
3
段
階
と
す
る
案
を
提
案

し
て
い
る
。被
爆
者
の
納
得
の
い
く

制
度
を
作
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

会
員
・
読
者

　

交
流
の
広
場

会
員
・
読
者

　

交
流
の
広
場

「会員・読者交流の広場」に
ご寄稿下さい！
　保険医新聞を読んでいただいてい
る会員または会員外の皆さまからの
ご寄稿をお願いいたします。テーマ
は自由で、字数は800字程度。締切は
毎月末まで。掲載に関しては広報文
化部会で検討させていただきます。

広島県保険医協会
行事案内
Twitter

＠hokeni_info



（毎月１回発行） （第482号）2016年4月10日（4）広 島 保 険 医 新 聞

入院時食事療養費等
の改定について
2016年4月1日からの
改定内容の確認を！

・
入
院
時
食
事
療
養
費
・
入
院
時
生
活

療
養
費
の
標
準
負
担
額
の
改
定

　

入
院
時
食
事
療
養
費
の
食
事
療

養
標
準
負
担
額
及
び
入
院
時
生
活

療
養
費
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額

に
つ
い
て
、低
所
所
得
者
を
除
い
て
、

2
0
1
6
年
4
月
1
日
か
ら
1
食
に

つ
き
3
6
0
円
、2
0
1
8
年
4
月
1

日
か
ら
は
1
食
に
つ
き
4
6
0
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。な
お
、小
児
慢

性
特
定
疾
患
児
童
等
と
指
定
難
病
患

者
は
、本
年
4
月
1
日
以
降
も
2
6
0

円
に
据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

　

15
年
4
月
1
日
以
前
か
ら
16
年
4

月
1
日
ま
で
精
神
病
床
に
継
続
し
て

入
院
し
て
い
た
一
般
所
得
区
分
の
患

者
の
負
担
額
は
、退
院
す
る
ま
で
の

間
は
1
食
に
つ
き
2
6
0
円
に
据
え

置
か
れ
る
等
の
経
過
措
置（
当
分
の

間
）が
あ
り
ま
す（
参
照
・
表「
入
院
時

食
事
療
養
費
及
び
入
院
時
生
活
療
養

費
の
標
準
負
担
額
」）。

・
入
院
時
食
事
療
養
異
に
係
る
食
事

療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係

る
生
活
療
養
に
つ
い
て

　

入
院
時
食
事
・
生
活
療
養
か
ら「
流

動
食
の
み
を
提
供
す
る
場
合
」が
別

立
て
と
な
り
、費
用
が
引
き
下
げ
ら

れ
ま
し
た
。別
掲
の
よ
う
に
、市
販
品

の
流
動
食
の
み
を
経
管
栄
養
法
に
よ

り
提
供
し
た
場
合
が
引
き
下
げ
の
対

象
と
な
り
ま
す（
特
別
食
加
算
の
算

定
不
可
）。

　

ま
た
、特
別
食
加
算
の
対
象
に
て

ん
か
ん
食
が
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

て
ん
か
ん
食
は
、難
治
性
て
ん
か
ん
、

グ
ル
コ
ー
ス
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ
ー
1

欠
損
症
ま
た
は
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
脳

筋
症
の
患
者
に
対
す
る
治
療
食
で

あ
っ
て
、グ
ル
コ
ー
ス
に
代
わ
り
ケ

ト
ン
体
を
熱
量
源
と
し
て
供
給
す
る

こ
と
を
目
的
に
炭
水
化
物
量
の
制
限

と
脂
質
量
の
増
加
が
厳
格
に
行
わ
れ

た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

医
科
審
査
対
策
学
習
会
に

参
加
し
て　

　
　
　
　（
感
想
）
栗
栖
康
充

　

私
は
レ
セ
プ
ト
業
務
に
直
接
携

わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、こ
の
度
の
セ
ミ
ナ
ー
は
非
常
に

参
考
に
な
り
ま
し
た
。と
い
う
の
も
、

具
体
的
な
ケ
ー
ス
別
の
審
査
の
事
例

だ
け
で
な
く
、そ
も
そ
も
な
ぜ
審
査

を
す
る
の
か
、ま
た
、ど
の
よ
う
な
方

針
で
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、

審
査
を
受
け
て
減
点
と
な
っ
た
場
合

に
、医
療
機
関
と
し
て
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
お
話

し
を
橋
本
先
生
よ
り
お
聞
き
す
る
こ

と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。

　

特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、「
減
点

さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
は
原
則
す
べ
て
再

審
査
請
求
す
る
姿
勢
を
も
つ
」と
い

う
こ
と
で
す
。何
度
も
再
審
査
請
求

を
す
る
と
医
療
機
関
と
し
て
心
証
を

悪
く
す
る
の
で
は
な
い
か
と
誤
解
さ

れ
が
ち
で
す
が
、実
際
に
は
再
審
査

請
求
を
せ
ず
、治
療
方
針
も
変
え
な

い
こ
と
の
ほ
う
が
印
象
は
悪
く
、過

剰
請
求
、不
正
請
求
の
汚
名
を
着
せ

ら
れ
る
と
い
う
の
を
お
聞
き
し
て
、

な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。

　

レ
セ
プ
ト
を
出
す
以
上
は
診
療
し

た
こ
と
に
自
信
を
持
ち
、減
点
さ
れ

た
場
合
に
は
、診
療
報
酬
上
の
ル
ー

ル
に
沿
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、コ

メ
ン
ト
が
不
足
し
て
い
た
の
か
な
ど

何
が
不
足
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す

る
。面
倒
で
あ
り
、地
道
な
作
業
で
は

あ
り
ま
す
が
、そ
う
し
た
小
さ
な
取

り
組
み
が
患
者
様
の
受
療
権
の
保

障
、医
師
の
裁
量
権
の
擁
護
、審
査
の

改
善
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て
今
後
も

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、こ
う

い
っ
た
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ま

た
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
東
広
島
市
・
下
山
記
念
ク
リ

ニ
ッ
ク
勤
務
）

学習会の様子（枠内は講師の橋本氏）

　協会は2月13日（土）、橋本巖氏（フ
リーライター・元支払基金職員）を講
師にお招きし、医科審査対策学習会
「レセプト審査はどのように行われて
いるか～突合・縦覧点検の実際と再審
査請求の重要性～」を開催。77医療機
関139人が参加しました。
　以下、参加者の感想を掲載します。

入院基本料・特定入院料の届出と日常管理に不可欠
様式9自動計算機能付Excel表の無料ダウン
ロードは保団連ホームページから！

「様式9ドットコム」として、大幅リニューアル!!
http://youshiki9.doc-net.or.jp/

運営：全国保険医団体連合会　協力：ＮＴＴデータセキスイシステムズ

社保情報

支払基金、本年2月審査分より審査結果の具体的理由を帳票等に印字

審査改善を求める保険医の声を反映
　社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」）は、審査結果の更な
る説明責任を果たす観点から、審査結果連絡に係る帳票等を変更
し、本年2月審査分（1月診療分）より、従来の「増減点事由記号（Ａ～
Ｋ）に応じた増減点事由」に加え、「審査結果の具体的な理由」につい
ても帳票等に印字することとしました（支払基金広島支部にも電話
にて確認済）。
　審査結果連絡に係る帳票等は、増減点連絡書、再審査等支払調整
額通知票など11の書類があり、それぞれ変更されているようです。
　例えば、増減点連絡書については、「補正・査定後内容」欄に増減点
事由記号とともに審査結果の具体的な理由が可能な限り印字され
ます。
　審査結果連絡について、特に査定（減点）に関しては、「記号のみで
は何が問題で減点されたのかわからない」、「具体的な減点理由を明
示すべき」など、多くの先生から不満・改善を求める声が相次いでい
ました。協会にも相談が多数寄せられ、支払基金や国保連合会に対
し、繰り返し改善を求めてきていました。
　今回の帳票等の変更は、この間の全国の協会・医会・保団連の改善
要望が一部実現したもので、運動の成果と言えます。協会は引き続
き審査改善の取り組みを強めていきます。

「納得できない査定（減点）」には再審査請求を！
　協会は、社保、国保の再審査等請求書を会員に無料でお送りして
います。再審査請求は医療機関ができる権利行使の機械です。納得
できない査定（減点）には積極的に再審査請求を行いましょう。

ア　入院時食事療養費（Ⅰ）の場合
640円　→　575円　（－65円）

イ　　　　　　　　　（Ⅱ）の場合
506円　→　455円　（－51円）

ウ　入院時生活療養費（Ⅰ）の場合
554円　→　500円　（－54円）

エ　　　　　　　　　（Ⅱ）の場合
398円　→　398円（据え置き）

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額

※　二重線で囲んだ部分が入院時生活療養である。

65歳
未満

一般所得

一般病床・精神病床等

療養病床

療養区分Ⅰ
（医療区分Ⅱ、Ⅲ以外）

※90日超で、一食160円
一食210円

一食460円
一日居住費320円

※管理栄養士又は栄養士による
適時・適温の食事の提供等の
基準を満たさない場合
一食420円、居住費320円

一食130円
一日居住費320円
※老齢福祉年金を
受給している場合は、

一食100円
一日居住費0円

※90日超で、一食160円
一食210円 一食210円

一日居住費320円
※90日超で、一食160円

一食210円
一日居住費0円

一食100円
一日居住費0円一食100円

難病患者、小児慢性特定疾患患者
一食260円

精神病床入院患者（経過措置）
一食260円

難病患者、小児慢性特定疾患患者　一食260円
精神病床入院患者（経過措置）　一食260円

療養区分Ⅱ、Ⅲ
回復期リハ病棟

短期滞在手術等基本料3

一般所得

低所得
（市町村民税
非課税者）

低所得Ⅱ
（市町村民税
非課税者）

低所得Ⅰ
（市町村民税
非課税者であり、
かつ一定所得
以下の70歳
以上の者）

65歳
以上

難病患者、小児慢性疾患患者
一食260円

精神病床入院患者（経過措置）
一食260円

一食260円

➡平成30年度～　一食460円
➡平成28年度～　一食360円

一食260円

➡平成30年度～　一食460円
➡平成28年度～　一食360円

一食260円

➡平成30年度～　一食460円
➡平成28年度～　一食360円



（5）2016年4月10日（第482号） （毎月１回発行）広 島 保 険 医 新 聞

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
（問3）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に

罹患している患者に対する管理を行う場合は、歯科疾患管理料のエナメル
質初期う蝕管理加算により行う必要があるのか。

（答）　患者の状況に応じて、患者ごとにエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ
化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」
のいずれかを選択して差し支えない。

　　　なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う
以前にフッ化物歯面塗布処置により管理を行っていた場合については、施
設基準の届出後にエナメル質初期う蝕管理加算による管理に移行しても
差し支えない。

（問4）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、歯周病安定期治療を
行う場合は、歯周病安定期治療（Ⅱ）により行う必要があるのか。

（答）　患者の状況に応じて、患者ごとに歯周病安定期治療（Ⅰ）又は歯周病安定
期治療（Ⅱ）のいずれかを選択して差し支えない。

　　　なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う
以前に歯周病安定期治療（Ⅰ）を算定していた場合については、施設基準の
届出後に歯周病安定期治療（Ⅱ）に移行しても差し支えない。

（問5）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準告示の（2）について、
常勤歯科医師の複数名配置が必要か。また、歯科医師及び歯科衛生士がそ
れぞれ1名以上の配置の場合、歯科医師及び歯科衛生士ともに常勤配置が
必要か。

（答）歯科医師、歯科衛生士ともに常勤、非常勤は問わない。ただし、研修を受け
た常勤歯科医師の配置は必要である。

（問6）「疑義解釈資料の送付について」（平成20年5月9日事務連絡）にて、歯科外
来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている研修は届出日から3年
以内、在宅療養支援歯科診療所の届出日から4年以内のものとされている
が、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となってい
る研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。

（答）①現在、外来環、在宅療養支援歯科診療所の両施設基準とも届出を行って
おらず、今回かかりつけ歯科医機能強化型診療所の施設基準の届出を行
う場合は、いずれの研修についても届出日から3年以内のものをいう。

　　②現在、外来環及び在宅療養支援歯科診療所の両施設基準の届出を行って
おり、研修の要件を満たしている場合は、年数を問わない。

　　③外来環又は在宅療養支援歯科診療所のいずれかについて届出を行って
おり研修の要件を満たしている場合は、届出を行っていない施設基準の
研修について届出日より3年以内のものとする。（在宅療養支援歯科診療
所についても3年以内）

【歯科疾患管理料】
（問7）歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕

に罹患している歯以外の他の部位に、より進行したう蝕（エナメル質の実
質欠損を伴うう蝕症第1度又はう蝕症第2度等のう蝕）に罹患している歯が
ある場合であっても算定できるか。

（答）算定できる。

（問8）歯科疾患管理料において、例えばブリッジを製作する場合で傷病名がＭ
Ｔのみの患者は対象となるのか。

（答）対象となる。

【歯科衛生実地指導料】
（問11）歯科衛生実施指導料において、「プラークチャート等を用いたプラーク

の付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラーク
の付着状況を指摘してもよいのか。

（答）プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口
腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着
状況が確認できれば差し支えない。

【歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料】
（問12）患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍及び

経皮的酸素飽和度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。
（答）処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及

び経皮的酸素飽和度を測定すること。また、患者の状態及びモニタリング
結果については診療録に記載又は添付すること。

【歯科訪問診療料】
（問15）病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13に関する施設

基準の届出（様式21の3の2）は必要か。
（答）病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要。

【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
（問24）在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、

「当該指導管理を開始する以前に、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査を
含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定
できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等
が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。」との記載
があるが、平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって
歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降においても、当該管理料
は算定できない取扱いとなるのか。

（答）平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の

治療を行っている場合には、同年4月以降において、在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料を算定して差し支えない。

【歯周病検査】
（問25）混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の

歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。
（答）乳歯も含めて、1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。

【口腔内写真検査】
（問26）口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から

「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算
定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。

（答）差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の1
回算定することはできない。

【歯冠補綴時色調採得検査】
（問27）支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定

して差し支えないか。
（答）色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。

【有床義歯咀嚼機能検査】
（問28）有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2

回まで算定できると考えてよいか。
（答）貴見のとおり。

【歯周病安定期治療（Ⅰ）、歯周病安定期治療（Ⅱ）】
（問29）歯周病安定期治療（Ⅰ）、歯周病安定期治療（Ⅱ）の管理計画書の様式は歯

科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。ま
た、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。

（答）必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し
支えない。

（問30）歯周病安定期治療（Ⅰ）を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的
に行った咬合調整を算定することはできるか。

（答）算定できない。歯周病安定期治療（Ⅱ）と同じ取扱いである。

（問32）歯周病安定期治療（Ⅱ）を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を
行うこととされ、同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされた
が、算定はどのように行えばよいのか。

（答）例えば、
　　①4月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療（Ⅱ）を行う

場合
　　②4月に歯周病精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療（Ⅱ）を行

う場合については、4月は歯周病安定期治療（Ⅱ）の算定を行い、歯周病精
密検査は算定できない。

　　　　また、4月に歯周病精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療（Ⅱ）の
算定を開始する場合については、4月に歯周病精密検査を算定して差し
支えない。

【フッ化物歯面塗布処置】
（問33）フッ化物歯面塗布処置について「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等

療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」
は併算定できるか。

（答）フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできな
い。

【抜歯手術】
（問34）乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。
（答）　乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断

し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削
又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し
支えない。

　　　なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄
に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。

【有床義歯内面適合法】
（問42）平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内

面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定とな
るのか。

（答）平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年
3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。

　3月31日、厚生労働省保険局医療課は「疑義解釈資料の送付について（その1）」を地方厚生局な
どに通知しました。その一部を抜粋して掲載します。なお、全文は、厚生労働省のホームページに
掲載しています。

歯科 2016年歯科診療報酬改定に関する疑義解釈（その1）2016年歯科診療報酬改定に関する疑義解釈（その1）

医科の疑義解釈（その1）は、4月下旬発行予定の「新点
数運用Ｑ＆Ａ―レセプトの記載」に掲載を予定してい
ます。

医科　疑義解釈（その1）
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特養入所者への医療
施設職員による点滴
や処置等の薬剤料等
が算定可に！

　

今
次
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
省
は
3
月
25
日
に「『
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に
お
け
る
療

養
の
給
付
の
取
扱
い
に
つ
い
て
』の

一
部
改
正
に
つ
い
て
」（
通
知
）を
出

し
ま
し
た
。こ
れ
は
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
等
入
所
者
の
医
療
を
定
め
た

も
の
で
す
。

　

今
回
、改
正
通
知
が
出
さ
れ
、別
掲

の
下
線
部
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、4
月
1
日
以
降
は
、施
設
職
員

（
看
護
師
、理
学
療
法
士
等
）が
行
う

点
滴
や
処
置
等
の
薬
剤
料
等
の
算
定

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で

は
施
設
職
員
が
点
滴
や
処
置
な
ど
を

行
っ
て
も
、薬
剤
料
や
特
定
保
険
医

療
材
料
料
の
算
定
は
認
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
た
め
、薬
剤
や

特
定
保
険
医
療
材
料
に
係
る
費
用
は

お
、薬
剤
等
が
使
用
さ
れ
た
日
及
び

検
体
採
取
が
実
施
さ
れ
た
日
を
レ
セ

プ
ト
の
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

施
設
あ
る
い
は
配

置
医
師
が
持
ち
出

し
て
対
応
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

使
用
し
た
薬
剤

料
等
の
算
定
は
、

特
養
等
に
入
所
中

の
患
者
の
診
療
を

担
う
保
険
医
の
指

示
に
基
づ
き
、そ

の
保
険
医
の
診
療

日
以
外
の
日
に
そ

の
施
設
の
看
護
師

等
が
患
者
に
対
し

点
滴
等
を
実
施
し

た
場
合
と
さ
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、同

様
に
検
体
検
査
実

施
料
も
そ
の
施
設

の
看
護
師
等
が
検

査
の
た
め
に
検
体

採
取
等
を
実
施
し

た
場
合
、検
体
検

査
実
施
料
の
算
定

が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。な

（
2
0
1
1
）「
3・11
」原
発
震
災
直
後
、2
0
2
2
年
全
原
発
廃
止
を

決
断
し
た
ド
イ
ツ
が
語
り
か
け
る
も
の（
上
）

田
村
栄
子
　
元
佐
賀
大
学
教
授
、ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
、「
9
条
の
会
･
牛
田
」共
同
代
表
、「
さ
よ
な
ら
原
発
ヒ
ロ
シ
マ
の
会
」運
営
委
員

（
1
）2
0
1
6
年
3
月
9
日
、大
津
地

裁
の
高
浜
原
発
3
、4
号
機
運
転
差
し

止
め
仮
処
分
決
定
、と
首
相
発
言

　

14（
平
成
26
）年
5
月
21
日
の
福
井

地
方
裁
判
所
の
、「
原
発
は
憲
法
上
の

権
利
で
あ
る
人
格
権
を
侵
害
す
る
」

と
し
て
出
さ
れ
た「
大
飯
原
発
3
、4

号
機
再
稼
働
差
し
止
め
」仮
処
分
決

定（
原
告
：
司
法
は
生
き
て
い
た
」）、15

年
4
月
14
日
の
福
井
地
裁
の「
高
浜

原
発
3
、4
号
機
再
稼
働
差
し
止
め
」

仮
処
分
決
定（
原
告
：「
司
法
は
や
っ
ぱ

り
生
き
て
い
た
」）－

15
年
12
月
福
井

地
裁
、差
し
止
め
仮
処
分
決
定
を
取
り

消
し

－

に
続
い
て
、こ
の
た
び
16
年
3

月
9
日
、福
井
に
隣
接
す
る
滋
賀
県
の

住
民
の
訴
え
に
対
し
て
大
津
地
裁
は
、

「
高
浜
原
発
3
、4
号
機
運
転
差
し
止

め
」仮
処
分
決
定
を
出
し
た
。

　

こ
れ
は
稼
働
中
の
原
発
を
止
め
る

は
じ
め
て
の
決
定
で
あ
り
、そ
の
骨
子

は
、福
島
第
一
原
発
事
故
の
原
因
究
明

は「
今
な
お
道
半
ば
の
状
況
」で
あ
り
、

過
酷
事
故
対
策
や
耐
震
性
評
価
な
ど

原
子
力
規
制
委
員
会
の「
新
規
性
基
準

策
定
に
向
か
う
姿
勢
に
非
常
に
不
安

を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
」と
批
判
し
て

い
る
。

　

原
告
団
は
、「
い
の
ち
と
び
わ
湖
を

守
る
運
転
差
し
止
め
決
定
」と
大
喜
び

し
、昨
年
4
月
の
決
定
に
続
い
て
2
度

も
規
制
委
の
安
全
性
判
断
が
否
定
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。し
か
し
安
倍
首
相

は
、再
稼
働
推
進
の
方
針
堅
持
を
表

明
し
、規
制
委
員
会
は「
最
高
の
水
準
」

と
胸
を
は
り
、高
浜
原
発
の
立
地
自
治

体
の
高
浜
町
の
野
瀬
豊
町
長
は「
国
の

方
針
に
協
力
す
る
自
治
体
や
地
域
住

民
は
何
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
や
っ
て
い

け
ば
い
い
の
か
」と
戸
惑
い
を
み
せ
た

（『
朝
日
新
聞
』2
0
1
6
・
3
・
10
）。

（
2
）ド
イ
ツ
が
モ
デ
ル
と
し
た
60
年

代
後
半
～
70
年
代
初
頭
の
日
本
の
公

害
対
策
か
ら
の
逆
転：電
源
三
法

　

原
発
が
過
疎
地
に
建
設
さ
れ
、立

地
自
治
体
を
原
発
に
し
ば
り
つ
け
る

構
造
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、

「
電
源
三
法
」（
電
源
開
発
促
進
税
法
、

電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
、

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
）に

よ
る
補
助
金
交
付
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
1
9
7
2（
昭
和
47
）年

に
、田
中
角
栄
首
相
が「
日
本
列
島

改
造
論
」に
よ
り
施
行
し
た
。前
年

71
年
4
月
の
都
知
事
選
で
は
、「
ス

ト
ッ
プ
･
ザ
･
サ
ト
ウ
」「
東
京
か

ら
硝
煙
の
に
お
い
を
な
く
す
」と「
青

空
バ
ッ
ジ
」を
つ
け
た
美
濃
部
亮
吉

革
新
都
知
事
が
再
選
さ
れ
て
い
た
。

美
濃
部
が
最
初
に
知
事
に
選
出
さ
れ

た
1
9
6
7
年
に「
公
害
対
策
基
本

法
」が
公
布
さ
れ
、ド
イ
ツ
に
お
い
て

も
注
目
さ
れ
た「
四
大
公
害
病
」（
水

俣
病
、第
二
水
俣
病
、イ
タ
イ
イ
タ
イ

病
、四
日
市
ぜ
ん
そ
く
）に
対
す
る
市

民
の
抵
抗
運
動
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、73
年
の
オ
イ
ル
･
シ
ョ
ッ

ク
を
の
り
き
っ
た
日
本
は
、大
筋
と
し

て
高
度
経
済
成
長
に
突
き
進
み
、「
対

抗
文
化
」は
縮
小
化
し
、原
発
は
国
策

と
し
て
電
源
三
法
を
武
器
に
増
設
さ

れ
て
い
く
。�

（
次
号
に
続
く
）

広島保険医新聞寄稿集

　本紙2010年4月10日号より連載している「原発よりも命の海
を」は、これまでに医師・歯科医師や専門家など、様 な々方から
寄稿をいただいています。
　この度、寄稿集の第4号を発行しました。会員の先生には、
本紙に同封してお届けします。

追加のご希望は、協会事務局までご連絡ください。
TEL 082-262-5424　FAX 082-262-5427

「原発よりも命の海を 第4号」を発行！

支払基金審査情報提供事例（歯科）
　社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」）は、2016年
2月29日に審査情報提供事例を公表しました。これは「支払
基金サービス向上計画」の一環で、各支部間での審査格差
を解消すること、医療関係者に審査の透明性、公平・公正性
を示すことが目的とされています。
　以下、紹介致します。なお、全事例は支払基金のホーム
ページから閲覧・ダウンロードできます。

乳幼児う蝕薬物塗布処置
（取扱い）原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填

形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯に
対して、後日、他歯面に対して行った乳幼児う蝕
薬物塗布処置の算定を認める。

（取扱いを定めた理由）乳幼児のう蝕に対するう蝕歯即時
充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った
後、診療状況等によって同一歯の他歯面に生じ
たう蝕に対して、乳幼児う蝕薬物塗布処置が必
要となる場合がある。

（留意事項）同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう
蝕歯インレー修復形成を行った歯の他歯面に対
する乳幼児う蝕薬物塗布処置の算定が傾向的に
みられる場合にあっては、医療機関に対する照
会が必要であると考えられる。

暫間固定装置修理
（取扱い）原則として、「Ｐ」病名のみの場合においては、暫

間固定装置修理の算定を認めない。
（取扱いを定めた理由）暫間固定装置修理の算定にあたっ

ては、対象となる診療内容についての要件が定
められており、また、傷病名として「ハセツ」病名
があることから、「Ｐ」病名のみでの当該処置の
算定は適切でない。

歯冠修復物又は補綴物の除去
（取扱い）原則として、歯を保存する目的で歯冠補綴物の

除去及び歯内療法を行い、同月内に日を異にし
て抜歯となった場合における除去の費用の算定
を認める。

（取扱いを定めた理由）歯を保存する目的で歯冠補綴物の
除去及び歯内療法を行ったものの、当初予見さ
れなかった症状や歯の状態の変化等により後日
やむを得ず抜歯となる場合が臨床上あり得る。

（留意事項）同月内に歯を保存する目的で歯冠補綴物の除
去及び歯内療法を行った後に抜歯の算定が傾向
的にみられる場合にあっては、医療機関に対す
る照会が必要であると考えられる。

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（一部抜粋）

7　特別養護老人ホーム等の職員（看護師、理学療法士等）が行った医療行為については、

診療報酬を算定できない。ただし、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う

保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者

に対し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については診療報酬の算

定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第1第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特

定保険医療材料料の費用については同第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使

用した分に限り算定できる。また、同様に当該看護師等が検査のための検体採取等を実

施した場合には、同章第3部第1節第1款検体検査実施料を算定できる。なお、これらの場

合にあっては、当該薬剤等が使用された日及び検体採取が実施された日を診療報酬明細

書の摘要欄に記載すること。
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厚
生
年
金
の
株
式
へ
の
投
資
に
つ

い
て

ペ
ン
ネ
ー
ム
・
山
本 

操（
広
島
市
）

　

安
倍
政
権
は
、株
式
に
よ
っ
て

浮
揚
し
て
い
る
か
ら
、日
銀
の
黒

田
総
裁
も
金
融
の
大
幅
緩
和
を
し

て
政
権
を
支
え
つ
づ
け
て
い
る
。

最
近
は
、マ
イ
ナ
ス
金
利
を
導
入

し
て（
2
年
間
で
2
％
の
株
価
上

昇
が
公
約
違
反
に
な
っ
た
）、金
融

政
策
終
焉
の
と
き
は
、ど
の
よ
う

に
す
る
か
、出
口
が
わ
か
ら
ず
暗

中
模
索
の
動
き
で
あ
る
。ア
メ
リ

カ
は
す
で
に
昨
年
12
月
に
利
上
げ

を
し
て
い
る
。国
民
に
は
株
高
を

演
出
す
る
為
に
、厚
生
年
金
を
株

式
に
投
入
し
て
い
る
。1
3
5
兆

円
の
準
備
残
高
の
う
ち
20
兆
円
の

含
み
損
を
抱
え
て
い
る
。す
で
に

厚
生
年
金
の
支
給
減
額
、給
付
開

始
の
繰
り
延
べ
ま
で
画
策
す
る
あ

り
さ
ま
。政
権
維
持
の
為
の
厚
生

年
金
の
株
式
投
入
は
い
か
が
か
。

を
起
点
と
し
て
6
カ
月
以
内
の
取
得
」

と
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

子
の
結
婚
：
2
日

配
偶
者
の
出
産
：
2
日

父
母
、配
偶
者
、子
の
死
亡
：
5
日

祖
父
母
、配
偶
者
の
父
母
、兄
弟
、姉

妹
、孫
の
死
亡
：
2
日

兄
弟
姉
妹
の
配
偶
者
、配
偶
者
の
祖
父

母
、兄
弟
姉
妹
の
死
亡
：
1
日

（
特
定
社
会
保
険
労
務
士 

白
鷺
克
憲
）

（
10
）国
民
の
医
療
を
受
け
る
権
利
の

保
障
に
は
療
養
担
当
規
則
に
適
う
診

療
・
審
査
・
証
明
を

　

Ａ
Ｌ
Ｌ
の
再
発
治
療
へ
の
減
点
査

定
に
対
し
て
、第
1
審
裁
判
所
は
、人

工
腎
臓
5
回
分
を
復
活
し
た（
本
紙

前
号
本
欄（
9
）参
照
）。

　

控
訴
審
で
は
、更
に
、本
件
の
ご
と

く
救
命
の
た
め
の
治
療
に
関
す
る
指

定
医
療
機
関
に
よ
る
診
療
報
酬
請
求

に
対
し
て
減
点
査
定
を
し
た
場
合
、

Ｙ
2
は
、審
査
連
絡
書
、増
減
点
連
絡

書
に
よ
っ
て
、診
療
報
酬
が
何
故
、ど

の
よ
う
な
資
料
不
足
の
た
め
に
減
点

査
定
さ
れ
た
か
が
指
定
医
療
機
関
に

わ
か
る
よ
う
に
指
摘
し
、再
審
査
の

機
会
に
審
査
資
料
の
補
完
が
適
切
に

な
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
が

あ
り
、そ
の
義
務
を
履
践
す
る
こ
と

な
く
減
点
査
定
を
し
、そ
の
結
果
、不

適
正
な
審
査
内
容
と
な
っ
た
場
合
、

こ
れ
を
受
け
て
都
道
府
県
知
事（
本

件
で
は
Ｙ
1
）が
な
し
た
決
定（
生
活

保
護
法
第
53
条
第
1
項
）も
違
法
に

な
る
、と
し
た
。

　

指
定
医
療
機
関
の
診
療
方
針
お
よ

び
診
療
報
酬
は
国
民
健
康
保
険
の
例

に
よ
る
の
で（
法
第
52
条
第
1
項
）、

診
療
報
酬
の
額
の
決
定
に
は
、1
診

療
内
容
が
療
養
担
当
規
則
に
適
合
し

て
い
る
か
ど
う
か
、2
請
求
点
数
が

算
定
方
法
告
示
に
照
ら
し
て
誤
り
が

な
い
か
否
か
、が
適
切
に
審
査
さ
れ

ね
ば
な
ら
ず
、ま
た
、特
別
審
査
委
員

会
で
は
レ
セ
プ
ト
に
加
え
、「
診
療
日

ご
と
の
症
状
、経
過
お
よ
び
診
療
内

容
を
明
ら
か
に
で
き
る
資
料
」を
添

付
し
て
書
面
審
査
す
る
と
さ
れ
、決

定
に
お
い
て
は
療
養
担
当
規
則
等
の

具
体
的
運
用
が
合
理
的
で
あ
っ
た
か

否
か
、ま
た
審
査
に
は
12
が
適
切
に

審
査
さ
れ
た
か
否
か
、に
つ
い
て
の

審
理
を
要
す
る
と
さ
れ
た
。

　

血
漿
交
換
療
法
に
関
し
て
は
、厳

密
な
診
断
法
に
従
え
ば
劇
症
肝
炎
の

範
疇
に
入
ら
な
い
と
い
う
理
由
だ
け

で
本
件
の
よ
う
な
多
臓
器
不
全
の
肝

障
害
に
つ
い
て
同
療
法
が
有
用
性
を

持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
法
と
認

め
な
い
の
は
、療
養
担
当
規
則
の
運

用
と
し
て
あ
ま
り
に
機
械
的
で
合
理

的
と
認
め
ら
れ
ず
、ま
た
、同
療
法
の

1
回
分
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

適
応
の
劇
症
肝
炎
と
認
め
ら
れ
た
と

Ｘ
に
推
定
で
き
て
も
、Ａ
の
症
状
か

ら
は
担
当
医
の
裁
量
の
範
囲
内
の
3

回
が
な
ぜ
過
剰
か
、ど
の
よ
う
な
資

料
が
不
足
す
る
た
め
2
回
分
が
減
点

査
定
さ
れ
た
か
、審
査
連
絡
書
の「
血

漿
交
換
は
必
要
の
限
度
と
願
い
ま

す
」の
コ
メ
ン
ト
記
載
な
ど
か
ら
は

推
測
し
が
た
く
、む
し
ろ
1
回
で
も

過
剰
と
な
る
筈
な
ら
ば
そ
の
理
由
を

概
括
的
に
で
も
明
ら
か
に
し
て
Ｘ
に

反
論
・
説
明
の
機
会
を
与
え
る
な
り
、

施
行
お
よ
び
回
数
の
相
当
性
に
つ
い

て
説
明
す
る
機
会
を
与
え
る
な
り
せ

ず
、不
適
切
な
審
査
内
容
と
な
り
、2

回
分
の
減
点
査
定
を
違
法
と
し
た
。

　

人
工
腎
臓
に
は
、適
応
と
認
め
な

が
ら
、増
減
点
連
絡
書
に
減
点
査
定

の
理
由
を「
Ｂ
」（
過
剰
）と
記
載
す
る

だ
け
で
、審
査
連
絡
書
に
コ
メ
ン
ト

な
く
、審
査
資
料
補
完
の
機
会
を
奪

う
手
続
違
反
を
し
て
不
適
正
な
審
査

内
容
を
招
来
し
た
と
し
て
、5
回
の

減
点
査
定
を
違
法
と
し
た
。

　

薬
剤
投
与
は
、療
養
担
当
規
則
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

行
う
と
定
め
ら
れ
、薬
剤
添
付
文
書

に
効
能
・
効
果
、用
法
・
用
量
な
ど
の
使

用
上
の
注
意
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
Ｂ
」と
さ
れ
た
マ
ー
ロ
ッ
ク
Ｒ
、ト

ロ
ン
ビ
ン
に
は
、再
審
査
に
際
し
て

提
出
さ
れ
た
症
状
経
過
な
ら
び
に
再

審
査
理
由
書
に
は
、容
量
を
超
え
る

投
薬
の
必
要
性
な
ど
を
基
礎
づ
け
る

客
観
的
資
料
の
追
加
が
な
く
、モ
ニ

ラ
ッ
ク
Ｒ（「
Ｂ
」）に
は
、最
高
投
与
量

を
継
続
す
る
必
要
性
を
基
礎
づ
け
得

る
ア
ン
モ
ニ
ア
値
等
の
デ
ー
タ
等
の

提
出
な
く
、減
点
査
定
を
維
持
し
た
。

「
Ａ
」（
適
応
外
）と
さ
れ
た
Ｄ
‐
ソ
ル

ビ
ト
ー
ル
は
、併
用
に
て
ケ
イ
キ
サ

レ
ー
ト
Ｒ
の
便
秘
を
防
止
す
る
効
用
・

効
果（
薬
剤
添
付
文
書
に
記
載
な
い
）

か
ら
適
応
と
な
り
得
る
が
そ
の
旨
の

記
載
な
く
、第
一
ブ
ド
ウ
糖
Ｒ
の
透
析

液
へ
の
付
加（「
Ａ
」）も
、必
要
性
を
容

易
に
説
明
で
き
た
の
に
記
載
せ
ず
、減

点
査
定
が
維
持
さ
れ
た
。「
Ａ
」判
定
の

フ
ロ
リ
ー
ド
Ｆ
Ｒ
は
、臨
床
的
に
深
部

感
染
症
、特
に
敗
血
症
が
疑
わ
れ
抗
生

剤
を
2
～
3
日
投
与
し
て
も
解
熱
傾

向
が
な
い
場
合
、抗
真
菌
剤
の
投
与

を
一
般
的
処
置
と
認
め
、復
活
し
た
。

計
1
0
0
万
8
3
0
円
の
支
払
い
を

Ａ
1
に
命
じ
た（
大
阪
高
判
平
9
・
5
・

9
、判
タ
9
6
9
号
1
8
1
頁
）。

京
都
保
険
医
新
聞
2
8
6
3
号

（
2
0
1
3
年
7
月
20
日
よ
り
）

　

今
回
は
慶
弔
休
暇
に
つ
い
て
お
話

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
慶
弔
休
暇
に
つ
い
て
は

法
律
上
の
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。し

た
が
っ
て
、必
ず
し
も
職
員
に
慶
弔
休

暇
を
与
え
な
い
と
い
け
な
い
義
務
は

あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
職
員

か
ら
親
族
の
結
婚
式
や
葬
儀
等
の
理

由
で
休
暇
を
請
求
さ
れ
た
場
合
、「
休

ま
な
い
で
く
だ
さ
い
」な
ど
と
言
う
事

業
主
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。実
際
の

と
こ
ろ
慶
弔
休
暇
制
度
と
し
て
は
詳

細
に
決
め
て
い
な
い
が
、職
員
よ
り
申

し
出
が
あ
っ
た
時
に
検
討
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
業
主
も
少
な
く
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。た
だ
、そ
の

都
度
、状
況
に
応
じ
て
決
定
す
る
方
法

は
事
業
主
側
に
は
都
合
が
良
く
て
も
、

職
員
側
か
ら
見
れ
ば「
ど
う
い
っ
た
場

合
に
何
日
休
暇
が
と
れ
る
の
だ
ろ
う

か
？
」、「
〇
〇
さ
ん
の
時
は
○
日
だ
っ

た
の
に
」と
い
う
よ
う
な
不
安
や
不
公

平
感
を
抱
く
き
っ
か
け
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。で
き
る
だ
け
制
度
化
し

て
明
確
に
す
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た

し
ま
す
。

　

慶
弔
休
暇
制
度
を
作
成
す
る
時
の

注
意
点
及
び
決
め
て
お
き
た
い
項
目

は
次
の
通
り
で
す
。

【
注
意
点
】

　

法
律
で
定
め
ら
れ
た
休
暇（
例
え
ば

年
次
有
給
休
暇
）で
な
く
と
も
、制
度

化
す
る
場
合
は
慶
弔
休
暇
も
就
業
規

則
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
決
め
て
お
き
た
い
項
目
】

①
種
類
と
範
囲

　

ど
ん
な
時（
職
員
の
結
婚
、職
員
の

配
偶
者
の
出
産
、職
員
の
親
族
の
死
亡

等
）に
取
得
で
き
る
の
か
。ま
た
職
員

と
の
関
係
性
に
よ
る
範
囲（
配
偶
者
、

子
、父
母
、兄
弟
姉
妹
、祖
父
母
等
）

②
日
数

　

所
定
休
日（
例
え
ば
日
曜
日
）も
含

め
て
の
日
数
と
す
る
の
か
別
と
す
る

の
か
。

③
対
象
者

　

正
職
員
だ
け
な
の
か
、正
職
員
以
外

（
パ
ー
ト
、契
約
、嘱
託
等
）も
対
象
と

す
る
の
か
。

④
手
続
き

　

休
暇
を
取
得
す
る
際
の
手
続
き
に

つ
い
て
書
面
な
の
か
口
頭
な
の
か
、ま

た
何
日
前
の
届
出
か
、事
後
の
届
出
で

も
場
合
に
よ
っ
て
は
認
め
る
の
か
。

⑤
賃
金

　

休
暇
中
の
賃
金
は
有
給
か
無
給
か

（
※
有
給
の
場
合
は
法
定
休
暇
で
あ

る
年
次
有
給
休
暇
と
は
別
物
で
あ

る
）。

前
述
し
た
と
お
り
法
律
上
の
決
ま
り

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
実

態
に
あ
っ
た
決
ま
り
を
作
ら
れ
た
ら

と
思
い
ま
す
。あ
く
ま
で
参
考
程
度
で

す
が
、一
般
的
に
多
く
見
ら
れ
る
慶
弔

休
暇
の
種
類
、範
囲
及
び
日
数
は
次
の

通
り
で
す
。

本
人
の
結
婚
：
5
日

※
最
近
は
入
籍
日
、結
婚
式
、新
婚
旅

行
が
同
一
時
期
で
な
い
こ
と
が
あ
る

為
、休
暇
の
取
得
を「
入
籍
日
の
翌
日

医
事
紛
争
の
防
止

ぶ
学
に
例
事
判
裁

京
都
府
保
険
医
協
会
理
事
　
宇
田
憲
司

雇用問題等Ｑ＆Ａ
面接・雇用から
採用・退職まで
面接・雇用から
採用・退職まで◯106◯106

　

雇
用
問
題
等
に
関
す
る
ご
質

問
・
ご
意
見
、読
ま
れ
て
の
ご
感

想
等
を
お
寄
せ
下
さ
い
。ま
た
、

白
鷺
先
生
へ
の
労
務
相
談
も
受

け
付
け
て
い
ま
す（
8
面
に
掲

載
）。詳
し
く
は
協
会
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

慶
弔
休
暇
に
つ
い
て

川
柳
2
題

ペ
ン
ネ
ー
ム
・
歯
笑（
ば
し
ょ
う
）

（
福
山
市
）

（
1
）誰
の
た
め　

空
き
巣
喜
ぶ　

ゼ
ロ
金
利

（
2
）役
得
で　

甘
利（
余
り
）の
口

利
き　

秘
書（
人
）で
な
し

お申込みは京都府保険医協会まで ＴＥＬ 075－212－8877

医事紛争事例集
－医師が選んだ55事例

　京都府保険医協会は、今
から半世紀にも遡る1959年
度から医療安全対策に取り
組んできた全国的にも珍し
い、長い歴史と経験を有し
ています。
　医療安全対策を開始して
から55周年を迎え、それを
記念して「医事紛争事例集」
を発行しました。有効活用
し、日常診療における「安
全」と「安心」を一層高めて
頂ければ幸いです。

広島協会会員価格　2,000円（税込･送料別）

「医療安全を身につけるために
－医療安全研修DVD PartⅡ」

　京都府保険医協会の
経験を蓄積して作成し
た完全オリジナル、従
業員研修にも活用いた
だけます。

広島協会会員価格　7,000円（税込・送料別）

DVD販売中

医療安全研修にご活用下さい!
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⑦
各
専
門
部
会
等
日
程

・
日
程
等
を
確
認
。

⑧
保
団
連
等
行
事
予
定

・
各
行
事
に
つ
い
て
、
参
加
者
、
日

程
等
を
確
認
。

⑨
理
事
会
の
日
程

・
臨
時
理
事
会
開
催
を
延
期
し
、
4

月
7
日
と
す
る
こ
と
を
決
定
。

2
0
1
6
年
3
月
8
日
（
火
）、
第

20
期
第
12
回
理
事
会
を
開
催
し
た
。

【
主
な
協
会
会
議
、
行
事
等
の
報
告
】

（
2
0
1
6
年
2
月
10
日
～
2
0
1
6

年
3
月
8
日
）

・
2
月
10
日
（
水
）、
広
島
市
子
ど

も
医
療
費
助
成
制
度
の
見
直
し
案
に

反
対
す
る
取
り
組
み
（
広
島
市
へ
の

要
請
、
街
頭
宣
伝
、
質
問
書
提
出
・

記
者
発
表
、
議
会
要
請
）。

・
2
月
13
日
（
土
）、
医
科
審
査
対

策
学
習
会
「
レ
セ
プ
ト
審
査
は
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
」。

・
2
月
16
日
（
火
）、広
報
文
化
部
会
。

新
聞
4
8
1
号
企
画
案
等
の
検
討
・

確
認
。

・
2
月
17
日
（
水
）
福
山
会
場
、
2

月
18
日
（
木
）
広
島
会
場
に
て
医
業

税
務
研
究
会
。

・
2
月
19
日
（
金
）、
第
3
5
1
回

歯
科
幹
事
会
。今
年
度
の
歯
科
行
事
、

組
織
拡
大
、
審
査
、
診
療
報
酬
改
善
、

指
導
・
監
査
改
善
対
策
、
歯
科
を
め

ぐ
る
政
策
課
題
お
よ
び
医
療
運
動
、

歯
科
に
関
す
る
情
報
発
信
等
に
つ
い

て
検
討
・
確
認
。

・
2
月
22
日
（
月
）、
第
2
6
5
回

医
科
社
保
学
術
部
会
。
保
険
請
求
に

関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
、
納
得
で
き
な
い
査

定
・
返
戻
相
談
事
例
、
審
査
改
善
対

策
、
次
回
診
療
報
酬
改
定
、
指
導
・

監
査
・
適
時
調
査
対
策
、
今
年
度
の

行
事
に
つ
い
て
検
討
・
確
認
。

・
2
月
23
日
（
火
）、総
務
財
政
部
会
。

医
療
運
動
対
策
、
各
部
の
活
動
と
対

策
、
行
事
、
会
議
予
定
に
つ
い
て
検

討
・
確
認
。

・
3
月
1
日
（
火
）、
第
1
7
3
回

歯
科
社
保
策
部
会
。点
数
等
Ｑ
＆
Ａ
、

診
療
報
酬
改
善
対
策
、
指
導
・
監
査

改
善
対
策
に
つ
い
て
検
討
・
確
認
。

【
協
議
事
項
】

①
当
面
の
医
療
運
動
等
に
つ
い
て

・
さ
ら
な
る
患
者
負
担
増
計
画
の
具

体
化
阻
止
に
向
け
、
患
者
署
名
の
具

体
的
取
り
組
み
を
検
討
。「
知
っ
て

ト
ク
す
る
！
医
療
・
介
護
・
税
金
の

負
担
軽
減
策
2
0
1
6
年
版
」
の
会

員
配
布
を
決
定
。

・
広
島
市
の
子
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
の
見
直
し
反
対
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
市
議
会
審
議
状
況
を
報
告
。

②
広
島
保
険
医
新
聞
「
主
張
」
テ
ー

マ
案
の
確
認
。

③
経
営
税
務
部

・
2
0
1
6
年
度
患
者
応
対
セ
ミ

ナ
ー
に
つ
い
て
、
各
会
場
の
日
程
等

を
確
認
。

④
共
済
部

・
休
保
給
付
状
況
等
の
確
認
。

⑤
総
務
・
財
政
部

・
事
務
局
員
再
雇
用
の
更
新
を
了
承
。

・
第
40
回
定
期
総
会
記
念
講
演
の
講

師
候
補
に
つ
い
て
検
討
・
決
定
。

・
寄
稿
集
「
原
発
よ
り
も
命
の
海
を
」

第
4
号
発
刊
時
期
を
確
認
。

⑥
協
会
行
事

・
歯
科
新
点
数
検
討
会
、
医
科
新
点

数
検
討
会
の
日
程
等
を
確
認
。

　

日
銀
が
マ
イ
ナ
ス
金
利
に
踏
み

切
っ
た
。黒
田
東
彦
総
裁
の
賃
上
げ
予

測
と
は
裏
腹
に
、大
手
銀
行
労
働
組
合

は
銀
行
の
収
益
環
境
の
悪
化
を
理
由

に
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
要
求
を
見
送
っ
た
。

銀
行
の
貸
山
も
期
待
さ
れ
ず
、一
般
国

民
か
ら
の
貯
蓄
も
期
待
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
た
。景
気
刺
激
効
果
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。主
張
で
は
障
害
者
自
立
支

援
法
の
改
定
の
紆
余
曲
折
ぶ
り
を
取

り
上
げ
た
。一
時
期
、経
済
優
先
を
重

視
し
て
、弱
者
支
援
の
基
本
か
ら
逸
脱

し
て
い
た
。あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

だ
っ
た
。�

（
Ｏ
）

編
集
後
記

社保 再審査等請求書
A4版30枚つづり

●ご希望の方は協会まで。
　国保の用紙もあります。

☎082-262-5424

　

上
記
の
「
よ
ろ
ず
法
律 

税
務 

労

務
」
相
談
は
随
時
受
付
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
ご
相
談
の
希
望
日
時
に
つ

き
ま
し
て
は
各
助
言
者
の
都
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
必
ず
協
会
事

務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

日
時
の
調
整
に
つ
い
て
は
協
会
で

行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

「
よ
ろ
ず
法
律 

　

税
務 

労
務
」相
談

　

ご
利
用
に
つ
い
て

「
よ
ろ
ず
法
律 

　

税
務 

労
務
」相
談

　

ご
利
用
に
つ
い
て

　
　

コ
ー
ナ
ー

ら
知

せ

お

12
20

行
事
案
内
は

1
面
に
掲
載

月刊保団連臨時増刊号
医療事故調査制度の概要と留意点

制度の概要と対応を解説した1冊

　ご注文いただ

いた会員の先生

には1冊無料分を

送付しますので

協会事務局まで

ご連絡ください。

なお、2冊目より

有料（2000円）と

なります。

審査、指導、監査対策に役立つ1冊です!
月刊保団連臨時増刊号
【医科】保険医のための審査、指導、監査対策
　　　　　　　　　　　　2013年11月発行
【歯科】カルテ記載を中心とした指導対策テキスト
　　　　　　　　　　　　2013年 8月発行

※会員の先生には既に1冊無料分をお送りしています。

　

協
会
で
は
毎
月
、
医
科
・
歯
科
の

社
保
部
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
部

会
で
は
、
会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
相

談
事
例
な
ど
の
検
討
を
行
い
、
必
要

な
情
報
は
適
宜
協
会
紙
等
で
紹
介
す

る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
会

員
か
ら
の
要
望
に
応
じ
、
審
査
支
払

機
関
や
行
政
当
局
と
の
折
衝
も
行
い

ま
す
。

　

個
別
指
導
や
監
査
の
相
談
に
つ
い

て
は
、
指
導
当
日
の
録
音
・
弁
護
士

帯
同
の
実
施
の
他
、
カ
ル
テ
記
載
等

に
つ
い
て
役
員
が
助
言
を
行
う
相
談

会
も
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。
個
別

指
導
や
監
査
の
通
知
が
な
く
て
も
お

気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

随
時
受
付
・
役
員

が
対
応
し
ま
す

審
査
、指
導
等
相
談
に
つ
い
て


